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第４回景観法施行実績調査 

（景観計画等に関する項目） 

問１．景観計画の内容 

（１） 景観計画の概要 

１） 景観計画策定団体・景観計画策定数 

景観計画策定団体数：188団体 

景観計画策定数：192計画 

※岩手県一関市、滋賀県近江八幡市、 

三重県伊賀市、京都府では2つの景観計画を策定 
 

景観計画策定団体、計画の名称、告示日、施行日 
・北海道 北海道景観計画(平成20年6月/平成20年10月) 

・北海道札幌市 札幌市景観計画(平成19年12月/平成20年4月) 

・北海道函館市 函館市景観計画(平成20年10月) 

・北海道小樽市 小樽市景観計画(平成21年2月/平成21年4月) 

・北海道旭川市 旭川市景観計画(平成19年3月) 

・北海道当別町 当別町景観計画(平成21年3月/平成21年6月) 

・北海道黒松内町 黒松内町景観計画(平成21年4月/平成21年10月) 

・北海道長沼町 長沼町美しい景観づくり計画(平成20年4月/平成20年10月) 

・北海道東川町 東川町景観計画(平成18年11月/平成19年1月) 

・北海道清里町 清里町景観計画(平成20年3月/平成20年10月) 

・北海道平取町 平取町景観計画(平成19年4月) 

・青森県 青森県景観計画(平成18年4月) 

・青森県青森市 青森市景観計画(平成18年9月) 

・青森県八戸市 八戸市景観計画(平成18年12月/平成19年7月) 

・岩手県盛岡市 盛岡市景観計画(平成21年3月/平成21年10月) 

・岩手県遠野市 遠野市景観計画(平成20年3月) 

・岩手県一関市 本寺地区景観計画(平成18年3月/平成18年4月) 

・岩手県一関市 一関市景観計画(平成21年3月/平成21年7月) 

・岩手県平泉町 平泉町景観計画(平成20年4月) 

・宮城県仙台市 仙台市「杜の都」景観計画(平成21年3月/平成21年7月) 

・秋田県秋田市 秋田市景観計画(平成21年3月/平成21年4月) 

・山形県 山形県景観計画(平成20年5月/平成20年7月) 

・山形県鶴岡市 鶴岡市景観計画(平成20年5月/平成20年7月) 

・山形県酒田市 酒田市景観計画(平成20年2月/平成20年4月) 

・山形県大江町 大江町景観計画(平成19年9月) 

・茨城県水戸市 水戸市景観計画(平成20年12月/平成21年4月) 

・茨城県つくば市 つくば市景観計画(平成19年10月) 

・茨城県守谷市 守谷市景観計画(平成19年3月/平成19年4月) 

・栃木県宇都宮市 宇都宮市景観計画(平成19年9月/平成20年1月) 

・栃木県日光市 日光市景観計画(平成20年4月/平成20年8月) 

・栃木県小山市 小山市景観計画(平成19年10月/平成20年4月) 

・栃木県那須塩原市 那須塩原市景観計画(平成21年4月/平成22年4月) 

・栃木県那須町 那須町景観計画(平成20年3月) 

・群馬県高崎市 高崎市景観計画(平成21年4月/平成21年6月) 

・群馬県伊勢崎市 美しいせさき景観計画(平成19年3月/平成20年4月) 

・埼玉県 埼玉県景観計画(平成19年8月/平成20年4月) 

・埼玉県熊谷市 熊谷市景観計画（条例なし）(平成21年3月/平成22年1月) 

・埼玉県川口市 川口市景観計画(平成19年3月/平成19年10月) 

・埼玉県秩父市 秩父市まちづくり景観計画(平成19年8月/平成20年4月) 

・埼玉県草加市 草加市景観計画(平成20年3月/平成20年10月) 

・埼玉県戸田市 戸田市景観計画（条例なし）(平成21年4月/平成22年3月) 

・埼玉県八潮市 八潮市景観計画(平成19年3月/平成19年7月) 

・千葉県市川市 市川市景観計画(平成18年4月/平成18年7月) 

・千葉県柏市 柏市景観計画(平成19年11月/平成20年4月) 

・千葉県市原市 市原市景観計画(平成20年12月/平成21年4月) 

・千葉県流山市 流山市景観計画(平成19年12月/平成20年4月) 

・千葉県我孫子市 我孫子市景観形成基本計画(平成18年10月/平成18年11月) 

・千葉県浦安市 浦安市景観計画(平成21年6月) 

・東京都 東京都景観計画(平成19年3月/平成19年4月) 

・東京都新宿区 新宿区景観まちづくり計画(平成21３月/平成2１年4月) 

・東京都江東区 江東区景観計画(平成21年3月/平成21年4月) 

・東京都世田谷区 風景づくり計画(平成20年3月/平成20年4月) 

・東京都足立区 足立区景観計画(平成21年5月/平成21年6月) 

・東京都府中市 府中市景観計画(平成20年4月) 

・神奈川県横浜市 横浜市景観計画(平成19年10月/平成20年4月) 

・神奈川県川崎市 川崎市景観計画(平成19年12月/平成20年7月) 

・神奈川県横須賀市 横須賀市景観計画(平成18年6月/平成18年7月) 

・神奈川県平塚市 平塚市景観計画(平成20年12月/平成21年4月) 

・神奈川県鎌倉市 鎌倉市景観計画(平成19年1月) 

・神奈川県藤沢市 藤沢市景観計画(平成19年1月/平成19年4月) 

・神奈川県小田原市 小田原市景観計画(平成17年12月/平成18年2月) 

・神奈川県茅ヶ崎市 茅ヶ崎市景観計画(平成20年7月/平成20年10月) 

・神奈川県逗子市 逗子市景観計画(平成18年6月/平成18年7月) 

・神奈川県秦野市 ふるさと秦野生活美観計画(平成18年4月) 

・神奈川県座間市 座間市景観計画(平成20年8月/平成20年10月) 

・神奈川県大和市 大和市景観計画(平成20年3月/平成20年10月) 

・神奈川県大磯町 大磯町景観計画(平成21年3月/平成21年4月) 

・神奈川県箱根町 箱根町景観計画(平成21年4月/平成21年6月) 

・神奈川県真鶴町 真鶴町景観計画(平成18年5月/平成18年6月) 

・神奈川県湯河原町 湯河原町景観計画(平成19年3月/平成19年4月) 

・長野県 長野県景観育成計画(平成17年12月/平成18年4月) 

・長野県長野市 長野市景観計画(平成19年7月/平成20年1月) 

・長野県松本市 松本市景観計画(平成20年2月/平成20年4月) 

・長野県飯田市 飯田市景観計画(平成19年10月/平成20年1月) 

・長野県千曲市 千曲市景観計画(平成21年7月/平成21年8月) 

・長野県小布施町 小布施町景観計画(平成18年3月/平成18年4月) 

・長野県高山村 高山村景観計画(平成20年9月/平成20年10月) 

・岐阜県大垣市 大垣市景観計画(平成20年12月/平成21年5月) 

・岐阜県高山市 高山市景観計画(平成18年12月) 

・岐阜県多治見市 多治見市風景づくり計画(平成21年3月/平成21年7月) 

・岐阜県中津川市 中津川市景観計画(平成19年7月) 

・岐阜県各務原市 各務原市景観計画(平成18年3月/平成18年10月) 

・岐阜県可児市 可児市景観計画(平成20年12月/平成21年4月) 

・岐阜県下呂市 下呂市景観計画(平成20年3月) 

・岐阜県白川村 白川村景観計画(平成20年3月) 

・静岡県静岡市 静岡市景観計画(平成20年4月/平成20年10月) 

・静岡県浜松市 浜松市景観計画(平成20年11月/平成21年4月) 

・静岡県熱海市 熱海市景観計画(平成19年3月/平成19年5月) 

・静岡県三島市 三島市景観計画(平成21年3月) 

・静岡県富士市 富士市景観計画(平成21年7月/一部平成21年7月、残り平成21年

10月) 

・愛知県名古屋市 名古屋市景観計画(平成19年3月) 

・愛知県豊田市 豊田市景観計画(平成20年3月/平成20年4月) 

・愛知県犬山市 犬山市景観計画(平成20年4月) 

・三重県 三重県景観計画(平成19年12月/平成20年4月) 

・三重県四日市市 四日市市景観計画(平成20年2月/平成20年4月) 

・三重県伊勢市 伊勢市景観計画(平成21年5月/平成21年10月) 

・三重県松阪市 松阪市景観計画(平成20年10月/平成21年1月) 

・三重県伊賀市 伊賀市景観計画(平成20年12月/平成21年1月) 

・三重県伊賀市 伊賀街道・大和街道沿線及び寺町地区景観計画(平成20年12月/

平成21年1月) 

・新潟県新潟市 新潟市景観計画(平成19年2月/平成19年4月) 

・新潟県新発田市 新発田市景観計画(平成20年3月/平成20年7月) 

・新潟県上越市 上越市景観計画(平成21年7月) 

・富山県高岡市 高岡市景観計画(平成21年3月/平成21年10月) 

・石川県 石川県景観計画(平成20年7月/平成21年1月) 

・石川県金沢市 金沢市景観計画(平成21年7月/平成21年10月) 

・石川県七尾市 七尾市景観計画(平成20年12月/平成21年1月) 

・福井県福井市 福井市景観計画(平成20年3月/平成20年10月) 

・福井県小浜市 小浜市景観計画(平成19年12月/未定) 

・福井県大野市 大野市景観計画(平成19年5月) 

・福井県越前市 越前市景観計画(平成21年3月/平成21年10月) 

・福井県坂井市 坂井市景観計画(平成20年11月/平成21年4月) 

・福井県永平寺町 永平寺町景観計画(平成20年5月/条例施行日予定) 

・滋賀県 滋賀県景観計画(平成20年5月/平成21年3月) 

・滋賀県大津市 大津市景観計画(平成18年2月/平成18年10月) 

・滋賀県彦根市 彦根市景観計画(平成19年6月) 

・滋賀県長浜市 長浜市景観まちづくり計画(平成20年3月/平成20年9月) 

・滋賀県近江八幡市 近江八幡市風景計画 

（水郷風景計画編）(平成17年7月/平成17年9月) 

・滋賀県近江八幡市 近江八幡市風景計画（伝統的風景計画編）(平成19年8月/平成19

年10月) 

・滋賀県守山市 守山市景観計画(平成20年3月/平成20年6月) 

・滋賀県栗東市 百年先のあなたに手渡す栗東市景観計画(平成20年6月/平成21

年4月) 

・滋賀県高島市 高島市景観計画(平成19年10月) 

・京都府 関西文化学術研究都市（京都府域）における景観の形成に関する

計画(平成20年9月/平成20年10月) 

・京都府 天橋立周辺地域景観計画(平成20年9月/平成20年11月) 

・京都府京都市 京都市景観計画(平成17年12月) 

・京都府宇治市 宇治市景観計画(平成20年4月/平成20年7月) 

・京都府宮津市 天橋立周辺地域景観計画（府策定の計画を継承し施行）(/平成20

年11月) 

・京都府長岡京市 長岡京市景観計画(平成20年4月/平成21年7月) 

・大阪府 大阪府景観計画(平成20年9月/平成20年10月) 

・大阪府大阪市 大阪市景観計画(平成18年2月/平成18年10月) 

・大阪府豊中市 豊中市景観計画(平成20年3月/平成21年4月) 

・大阪府吹田市 吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準(平成21

年3月/平成21年4月) 

・大阪府高槻市 高槻市景観計画(平成21年3月/平成21年10月) 

・大阪府箕面市 箕面市景観計画(平成19年10月/平成20年4月) 

・大阪府太子町 太子町景観計画(平成20年4月/平成21年7月) 

・兵庫県神戸市 神戸市景観計画(平成18年2月) 

・兵庫県姫路市 姫路市景観計画(平成19年12月/平成20年4月) 

・兵庫県西宮市 西宮市景観計画(平成21年5月/平成21年10月) 

・兵庫県伊丹市 伊丹市景観計画(平成18年3月/平成18年12月) 
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・奈良県 奈良県景観計画(平成21年5月/平成21年11月) 

・奈良県橿原市 橿原市景観計画(平成18年12月/平成19年4月) 

・和歌山県 和歌山県景観計画(平成20年12月/平成21年1月) 

・和歌山県高野町 高野町景観計画(平成21年3月) 

・鳥取県 鳥取県景観計画(平成19年3月/平成19年10月) 

・鳥取県鳥取市 鳥取市景観計画(平成20年3月/一部平成20年3月、残り平成21年

10月) 

・鳥取県倉吉市 倉吉市景観計画(平成19年3月/平成19年10月) 

・島根県松江市 松江市景観計画(平成19年3月/平成19年4月) 

・島根県出雲市 出雲市景観計画(平成20年3月/一部平成20年4月、残り平成20年

10月) 

・島根県津和野町 津和野町景観計画(平成20年9月/平成21年4月) 

・岡山県 晴れの国おかやま景観計画(平成19年9月/平成20年4月) 

・岡山県岡山市 岡山市景観計画(平成19年12月/平成20年4月) 

・岡山県瀬戸内市 瀬戸内市景観計画(平成21年2月/平成21年4月) 

・岡山県早島町 早島町景観計画(平成19年4月/平成19年7月) 

・広島県呉市 呉市景観計画(平成20年1月/平成20年3月) 

・広島県尾道市 尾道市景観計画(平成18年11月/平成19年4月) 

・広島県三次市 三次市景観計画(平成19年4月/平成19年10月) 

・山口県宇部市 宇部市景観計画(平成19年2月/平成19年4月) 

・山口県萩市 萩市景観計画(平成19年10月/平成19年12月) 

・徳島県上勝町 上勝町樫原地区景観計画(平成21年5月) 

・愛媛県宇和島市 宇和島市遊子水荷浦地区景観計画(平成19年4月) 

・愛媛県大洲市 大洲市景観計画(平成21年3月/平成21年7月) 

・愛媛県上島町 上島町景観計画(平成20年10月/平成21年4月) 

・愛媛県内子町 内子町景観まちづくり計画(平成20年9月) 

・高知県四万十市 四万十川景観計画(平成20年10月) 

・高知県中土佐町 中土佐町景観計画(平成20年7月) 

・高知県梼原町 梼原町景観計画(平成20年6月) 

・高知県津野町 津野町景観計画(平成20年7月/平成20年8月) 

・高知県四万十町 四万十町景観計画(平成20年8月/平成20年9月) 

・福岡県 矢部川流域景観計画(平成21年3月/平成21年7月) 

・福岡県北九州市 北九州市景観計画(平成20年7月/平成21年4月) 

・福岡県豊前市 豊前市景観計画(平成21年6月/平成21年7月) 

・佐賀県佐賀市 佐賀市景観計画(平成19年3月/平成23年4月予定) 

・佐賀県唐津市 唐津市景観計画(平成20年1月/平成20年4月) 

・佐賀県武雄市 武雄市景観計画(平成20年6月/平成20年7月) 

・長崎県島原市 島原市景観計画(平成21年7月/平成21年9月) 

・長崎県平戸市 平戸市景観計画(平成21年2月/平成21年7月) 

・熊本県 熊本県景観計画(平成20年1月/平成20年4月) 

・熊本県山鹿市 山鹿市景観計画(平成20年12月/平成21年4月) 

・熊本県天草市 天草市景観計画(平成21年3月/平成21年4月) 

・熊本県山都町 山都町景観計画(平成20年4月) 

・熊本県苓北町 苓北町景観計画(平成20年12月/平成21年4月) 

・大分県大分市 大分市景観計画(平成19年3月/平成19年7月) 

・大分県別府市 別府市景観計画(平成20年3月/平成20年7月) 

・大分県日田市 日田小鹿田焼の里景観計画(平成19年9月) 

・大分県由布市 湯の坪街道周辺地区景観計画(平成20年10月) 

・宮崎県宮崎市 宮崎市景観計画(平成19年10月/平成20年1月) 

・宮崎県日南市 港町油津景観計画(平成19年10月/平成19年11月) 

・宮崎県綾町 綾町景観形成計画(平成19年9月/平成19年10月) 

・鹿児島県鹿児島市 鹿児島市景観計画(平成19年12月/平成20年6月) 

・鹿児島県薩摩川内

市 

薩摩川内市ふるさと景観計画(平成20年11月/一部平成21年4月、

残り平成21年10月) 

・沖縄県石垣市 石垣市風景計画(平成19年4月/平成19年6月) 

・沖縄県浦添市 浦添市景観まちづくり計画(平成19年7月/平成20年1月) 

・沖縄県読谷村 読谷村景観計画(平成21年4月/平成21年6月) 

計 188団体（192計画） 
 

２） 都道府県／政令市／中核市／その他の市町村別景

観計画策定団体の内訳 

景観計画策定団体の内訳 

 
 

 

（２） 景観計画の策定･変更の提案件数 

平成21年８月1日現在までの件数をご記入ください。 

１） 景観計画の策定の提案（法第１１条）件数 
景観計画の策定の提案件数 

・岩手県一関市 本寺地区景観計画 1件 

・岩手県一関市 一関市景観計画 1件 

・岩手県平泉町 平泉町景観計画 1件 

・栃木県宇都宮市 宇都宮市景観計画 1件 

・福井県越前市 越前市景観計画 1件 

・滋賀県守山市 守山市景観計画 1件 

・滋賀県栗東市 百年先のあなたに手渡す栗東市景観計画 1件 

・滋賀県高島市 高島市景観計画 1件 

・兵庫県姫路市 姫路市景観計画 1件 

・広島県尾道市 尾道市景観計画 1件 

・愛媛県大洲市 大洲市景観計画 1件 

・高知県四万十市 四万十川景観計画 1件 

・高知県四万十町 四万十町景観計画 1件 

・大分県日田市 日田小鹿田焼の里景観計画 1件 

計 １４計画 14件 

２） 景観計画の変更（法第１１条）の提案件数 

景観計画の変更の提案件数 
・栃木県宇都宮市 宇都宮市景観計画 1件 

・東京都 東京都景観計画 3件 

・神奈川県横浜市 横浜市景観計画 1件 

計 ３計画 5件 

（３） 景観計画の策定目的 

景観計画の策定の目的のうち、該当するもの全ての回答

欄に印をつけてください。j 「その他」に印をつけた場合は、

具体的な内容も記入してください。 
景観計画の策定目的 

（４） 景観計画区域の概要 

１） 景観計画区域 

 景観計画の区域は、以下のどれに該当しますか。（景観

計画がある場合、市域の「全域」または「一部」と記入） 
景観計画の対象区域の設定状況 

（行政区域の全域または一部） 
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２） 景観計画区域の細分化の有無 

① 区域ごとに景観形成基準を策定しているか、該当す

るものを記入してください。 
景観計画区域の細分化の有無 <景観形成基準> 

 
② 区域ごとに届出対象行為を設定しているか、該当す

るものを記入してください。 
景観計画区域の細分化の有無 <届出対象行為> 

 
３） 景観計画区域の要件への該当 

景観計画区域の要件のうち、該当するもの全ての回答

欄に印をつけてください。 

景観計画区域の要件への該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 景観計画区域内の届出対象行為 

１） 景観計画区域内の届出対象行為 

景観計画において、届出対象行為として位置づけている

項目の回答欄に印をつけてください。なお、景観計画区域

を区分して、届出対象行為を別に定めている場合には、該

当するもの全てを選択してください。（例：景観計画区域の一部で

ある◆◆地区で建築物の建築等を定め、残りの景観計画区域全体で木竹

の伐採を定めている場合には、aとeを選択。） 

届出対象行為の設定状況 

２） 特定届出対象行為の設定状況 

該当する場合は印をつけてください。 

特定届出対象行為の設定状況 
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（６） 景観形成基準として定めている項目 

景観形成基準について、以下のうち定めている項目の回

答欄全てに印をつけてください。 

景観形成基準の設定状況 

（７） 届出対象行為･特定届出対象行為に関する勧告・変

更命令件数 

平成21年4月1日現在までの件数を年度単位（平成17年

度から平成20年度迄）でご記入ください。 

１） 届出対象行為（法第１６条第３項）に関する届出総件数

（年度単位、平成17年度から平成20年度迄） 
届出対象行為に関する届出総件数 

  

平成

17年

度 

平成

18年

度 

平成

19年

度 

平成

20年

度

合計

・北海道 北海道景観計画    1 1 

・北海道札幌市 札幌市景観計画 227 176 128 92 623

・北海道旭川市 旭川市景観計画   20 44 64

・北海道東川町 東川町景観計画  8 57 30 95

・青森県八戸市 八戸市景観計画   32 49 81

・岩手県遠野市 遠野市景観計画   8 6 14

・岩手県一関市 本寺地区景観計画  8 3 5 16

・岩手県平泉町 平泉町景観計画 69 95 81 74 319

・山形県 山形県景観計画    75 75

・山形県鶴岡市 鶴岡市景観計画    28 28

・山形県酒田市 酒田市景観計画    12 12

・山形県大江町 大江町景観計画   26 57 83

・茨城県つくば市 つくば市景観計画   34 55 89

・茨城県守谷市 守谷市景観計画   20 10 30

・群馬県伊勢崎市 美しいせさき景観計画    53 53

・栃木県宇都宮市 宇都宮市景観計画 0 0 28 75 103

・栃木県小山市 小山市景観計画    33 33

・栃木県那須町 那須町景観計画    72 72

・埼玉県 埼玉県景観計画    330 330

・埼玉県秩父市 秩父市まちづくり景観計画    39 39

・埼玉県草加市 草加市景観計画    389 389

・埼玉県八潮市 八潮市景観計画   18 37 55

・千葉県市川市 市川市景観計画  29 19 25 73

・千葉県我孫子市 我孫子市景観形成基本計

画 

0 59 105 67 231

・東京都 東京都景観計画 0 0 151 163 314

・東京都世田谷区 風景づくり計画    55 55

・神奈川県横浜市 横浜市景観計画 0 0 0 54 54

・神奈川県川崎市 川崎市景観計画    51 51

・神奈川県横須賀

市 

横須賀市景観計画  48 69 66 183

・神奈川県鎌倉市 鎌倉市景観計画 407 512 422 332 1,67

3 

・神奈川県藤沢市 藤沢市景観計画   40 30 70

・神奈川県小田原

市 

小田原市景観計画 19 101 89 104 313

・神奈川県茅ヶ崎

市 

茅ヶ崎市景観計画    68 68

・神奈川県逗子市 逗子市景観計画 0 3 7 11 21

・神奈川県秦野市 ふるさと秦野生活美観計

画 

0 156 117 105 378

・神奈川県座間市 座間市景観計画    4 4 

・神奈川県大和市 大和市景観計画    12 12

・神奈川県湯河原

町 

湯河原町景観計画   111 113 224

・長野県 長野県景観育成計画  3,05

5 

2,88

0 

2,51

3 

8,44

8 

・長野県長野市 長野市景観計画   15 46 61

・長野県松本市 松本市景観計画    171 171

・長野県小布施町 小布施町景観計画  90 45 74 209

・長野県高山村 高山村景観計画    8 8 

・岐阜県高山市 高山市景観計画   45 67 112

・岐阜県中津川市 中津川市景観計画   6 11 17

・岐阜県各務原市 各務原市景観計画  15 37 34 86

・岐阜県下呂市 下呂市景観計画    8 8 

・静岡県静岡市 静岡市景観計画    93 93

・三重県 三重県景観計画    341 341

・三重県四日市市 四日市市景観計画    49 49

・三重県松阪市 松阪市景観計画    20 20

・三重県伊賀市 伊賀市景観計画    11 11

・三重県伊賀市 伊賀街道・大和街道沿線

及び寺町地区景観計画 

   1 1 

・愛知県名古屋市 名古屋市景観計画   34 120 154

・愛知県豊田市 豊田市景観計画    92 92

・愛知県犬山市 犬山市景観計画 0 0 0 21 21

・新潟県新潟市 新潟市景観計画   284 136 420

・新潟県新発田市 新発田市景観計画    46 46

・石川県七尾市 七尾市景観計画    8 8 

・福井県福井市 福井市景観計画    88 88

・福井県大野市 大野市景観計画    12 12

・滋賀県大津市 大津市景観計画  97 156 203 456

・滋賀県彦根市 彦根市景観計画   103 144 247

・滋賀県長浜市 長浜市景観まちづくり計画    26 26

・滋賀県近江八幡

市 

近江八幡市風景計画 

（水郷風景計画編） 

13 24 10 10 57

・滋賀県近江八幡

市 

近江八幡市風景計画 

（伝統的風景計画編） 

  12 39 51

・滋賀県守山市 守山市景観計画 0 0 0 48 48

・京都府 関西文化学術研究都市

（京都府域）における景観

の形成に関する計画 

0 0 0 3 3 

・京都府京都市 京都市景観計画 166 177 986 1,51

6 

2,84

5 

・京都府宇治市 宇治市景観計画 0 0 0 76 76

・京都府宮津市 天橋立周辺地域景観計画 

（府策定の計画を継承し施行） 

0 0 0 4 4 

・大阪府 大阪府景観計画 - - - 8 8 

・大阪府箕面市 箕面市景観計画    285 285

・兵庫県神戸市 神戸市景観計画 143 137 123 173 576

・兵庫県姫路市 姫路市景観計画    100 100

・奈良県橿原市 橿原市景観計画   56 51 107

・和歌山県高野町 高野町景観計画    4 4 

・鳥取県 鳥取県景観計画   42 89 131

・鳥取県鳥取市 鳥取市景観計画    28 28

・鳥取県倉吉市 倉吉市景観計画   8 13 21

・島根県松江市 松江市景観計画   141 146 287

・島根県出雲市 出雲市景観計画    68 68

・岡山県 晴れの国おかやま景観計

画 

   199 199

・岡山県岡山市 岡山市景観計画    154 154

・岡山県早島町 早島町景観計画   46 58 104

・広島県呉市 呉市景観計画   1 50 51

・広島県尾道市 尾道市景観計画   29 24 53

・広島県三次市 三次市景観計画   15 25 40

・山口県宇部市 宇部市景観計画   7 6 13

・山口県萩市 萩市景観計画   22 87 109
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・愛媛県宇和島市 宇和島市遊子水荷浦地区

景観計画 

  6 2 8 

・高知県梼原町 梼原町景観計画    7 7 

・高知県四万十町 四万十町景観計画    142 142

・佐賀県武雄市 武雄市景観計画    7 7 

・熊本県 熊本県景観計画    563 563

・熊本県山都町 山都町景観計画    15 15

・大分県大分市 大分市景観計画   56 70 126

・大分県別府市 別府市景観計画    31 31

・大分県日田市 日田小鹿田焼の里景観計

画 

－ － 0 1 1 

・宮崎県宮崎市 宮崎市景観計画   22 95 117

・宮崎県日南市 港町油津景観計画 0 0 4 13 17

・宮崎県綾町 綾町景観形成計画 - - 31 33 64

・鹿児島県鹿児島

市 

鹿児島市景観計画    201 201

・沖縄県石垣市 石垣市風景計画   155 136 291

・沖縄県浦添市 浦添市景観まちづくり計画   17 49 66
 

２） 届出対象行為（法第１６条第３項）に関する勧告の件数

（年度単位、平成17年度から平成20年度迄） 
届出対象行為に関する勧告件数 

６団体、１０８件 

 

３） 特定届出対象行為（法第１７条第１項）に関する変更命

令の件数（年度単位、平成17年度から平成20年度迄） 
特定届出対象行為に関する変更命令の件数 

回答なし 
 
４） 変更命令に必要な調査等のための期間延長の件数

（年度単位、平成17年度から平成20年度迄） 
変更命令に必要な調査等のための期間延長件数 

１団体、1件 
 
５） 特定届出対象行為（法第１７条第１項）に関する罰則件

数（年度単位、平成17年度から平成20年度迄） 
特定届出対象行為に関する罰則件数 

回答なし 
 
６） 届出勧告事務の実施体制（人数及び職種） 

実施体制となる各担当者の職種ごとの人数をご記入くだ

さい。 
届出勧告事務の実施体制 

 団体数 届出件数 担当者数 担当者１人当たり届出件数

都道府県 7 599.7 7.7 77.7 

政令指定都市 6 351.5 9.3 37.7 

中核市 8 87.4 4.1 21.2 

その他の市町

村 
53 57.8 3.0 19.3 

合計（平均） 74 79.4 3.3 23.7 

団体数は平成20年4月1日以前から景観計画を施行している団体でデータ提供があった団体 

届出件数は平成20年度の件数 

担当者数は平成21年8月1日時点 

 
（８） 景観重要建造物・景観重要樹木の概要 

１） 指定方針の有無 

① 景観重要建造物 

景観重要建造物の有無について、有るときは印をつけ

てください。 
景観重要建造物の指定方針の有無 

 

② 景観重要建造物樹木 

景観重要樹木の有無について、有るときは印をつけて

ください。 
景観重要樹木の指定方針の有無 

２） 景観重要建造物の指定実績 

複数の景観重要建造物がある場合には、それぞれにつ

いて記入してください。 

① 景観重要建造物の指定件数 
景観重要建造物の指定件数 

・北海道札幌市 2件（教会等） 

・北海道黒松内町 6件（ビジターセンター等）

・北海道東川町 2件（旧町役場） 

・山形県（寒河江市） 1件（橋梁） 

・山形県大江町 2件（住宅主屋、蔵等） 

・東京都江東区 4件（橋梁） 

・神奈川県逗子市 1件（数奇屋建築） 

・長野県長野市 5件（洋風建築等） 

・岐阜県各務原市 15件（住宅主屋、蔵等） 

・愛知県名古屋市 5件（洋風建築） 

・滋賀県近江八幡市 2件（寺院本堂） 

・京都府京都市 26件（町家等） 

・大阪府箕面市 1件（住宅等） 

・兵庫県伊丹市 2件（洋風建築、酒蔵） 

・和歌山県高野町 1件（商家） 

・山口県宇部市 1件（銀行建築） 

・山口県萩市 6件（社殿、醤油蔵等） 

・徳島県上勝町 8件（水車小屋等） 

・宮崎県宮崎市 3件（県庁本館等） 

計 93件 

② 景観重要建造物の指定提案件数 

景観重要建造物の指定提案件数 
・岐阜県各務原市 15件 

・高知県四万十町 18件 

計 33件 

③ 管理協定の締結数 

管理協定の締結数 
・滋賀県近江八幡市 2件 

計 2件 

３） 景観重要樹木の指定実績 

① 景観重要樹木の指定件数 
景観重要樹木の指定件数 

・山形県（米沢市） 1本 

・山形県大江町 3本 

・神奈川県横須賀市 7本 

・滋賀県彦根市 33本 

・奈良県橿原市 1本 

・島根県松江市 1本 

・高知県梼原町 1本 

・鹿児島県鹿児島市 2本 

計 48件 

② 景観重要樹木の指定提案件数 

景観重要樹木の指定提案件数 
・山形県 1件 

・長野県高山村 1件 

・高知県四万十町 7件 

計 9件 
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③ 管理協定の締結数 

管理協定の締結数 
・島根県松江市 1 

計 1 

 
 
（９） 屋外広告物の表示等の制限に関する事項の概要（法

第8条第2項第5号イ） 

１） 屋外広告物の表示等の制限に関する事項の有無 

屋外広告物の表示等の制限に関する事項の有無につ

いて、有るときは印をつけてください。 
屋外広告物の表示等の制限に関する事項の有無 

 
２） 景観計画に即した屋外広告物条例の有無 

景観計画に即した屋外広告物条例の有無について、有

るときは印をつけてください。 
景観計画に即した屋外広告物条例の有無 

 
 

（１０） 景観重要公共施設の概要 

１） 景観重要公共施設の施設名称／管理者 

景観重要公共施設がある場合は、a）～g）ごとに、景観

重要公共施設の各施設名及び管理者名を記入してくださ

い。なお、複数ある場合は、全ての景観重要建造物の名称

及び管理者名を記入してください。 
景観重要公共施設の施設別内訳 

 
 

 

 

 

２） 景観重要公共施設の占用などに関する許可の基準の

有無（法第8条第2項第5号ハ） 

景観重要公共施設の占用などに関する許可の基準の

有無について、有るときは印をつけてください。 
景観重要公共施設の占用などに関する 

許可の基準の有無 

（１１） 景観農業振興地域整備計画の概要（法第8条第2項

第5号ニ） 

複数の景観農業振興地域整備計画がある場合は、それ

ぞれについて記入してください。 

 

１） 景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な

事項の有無 

景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な

事項の有無について、有るときは印をつけてください。 
景観農業振興地域整備計画の策定に関する 

基本的な事項の有無 

２） 景観農業振興地域整備計画の名称等 
景観農業振興地域整備計画の名称・策定日（告示日） 

・岩手県一関市 一関景観農業振興地域整備計画（平成19年6月） 

・滋賀県近江八幡市 近江八幡市水郷地区（円山・白王・北之庄）景観農業振興地域整

備計画（平成18年12月） 

計 2計画 

 
 

３） 土地利用についての勧告件数  

土地利用についての勧告件数 

回答なし 
 
 
４） 土地利用についての所有権の移転等に関する協議の

勧告件数 
土地利用についての所有権の移転等に関する協議の勧告件数

回答なし 
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（１２） 市町村森林整備計画の変更の有無（法第8条第2項

第5号ホ） 

景観計画に基づく市町村森林整備計画の変更の有無に

ついて、有るときは印をつけてください。 
景観計画に即した市町村森林計画の変更の有無 

 
（１３） 自然公園法の許可の基準の有無 

自然公園法の許可の基準の有無について、有るときは印

をつけてください。 
自然公園法の許可の基準の有無 

 
問３．その他の景観法の制度の活用状況 

（１） 景観協議会の概要 

複数の協議会がある場合には、それぞれについて記入

してください。 

１） 景観協議会の有無 

景観協議会の有無について、有るときは印をつけてくだ

さい。 
景観協議会の有無 

 

２） 景観協議会の名称等 

景観協議会の名称・設立日 
・宮城県仙台市 杜の都景観協議会（平成21年7月） 

・栃木県日光市 日光市景観協議会（平成20年10月） 

・神奈川県真鶴町 真鶴町景観重要公共施設協議会（平成19年6月） 

・長野県飯田市 飯田市景観協議会（平成20年1月） 

・岐阜県中津川市 本町中山道景観協議会（平成20年3月） 

・岐阜県各務原市、 

愛知県犬山市 

木曽川景観協議会（平成21年5月） 

・福井県大野市 大野市景観協議会（平成20年4月） 

・滋賀県近江八幡市 近江八幡市風景づくり委員会（平成17年6月） 

・大阪府大阪市 御堂筋地区景観協議会（平成18年12月） 

・高知県四万十町 四万十町景観協議会（平成21年4月） 

・大分県大分市 街路樹のきれいなまちづくり協議会（平成20年7月） 

計 11組織 
 

（２） 景観地区の概要 

景観地区の有無と名称について記入してください。複数あ

る場合には、全ての景観地区の名称を記入してください。 

１） 景観地区の有無 

景観地区の有無について、有るときは印をつけてください。
景観地区の有無 

 
※景観計画策定済団体のみを対象 

２） 景観地区の名称 
景観地区の名称 

・岩手県平泉町 1地区（平泉町景観地区） 

・神奈川県鎌倉市 2地区（鎌倉地区、北鎌倉地区） 

・神奈川県藤沢市 2地区（江の島地区、湘南C-X地区） 

・岐阜県各務原市 2地区（テクノプラザ景観地区、グリーンランド柄山景観地区） 

・静岡県熱海市 1地区（熱海市東海岸町景観地区） 

・京都府京都市 8地区（山ろく型美観地区、山並み背景型美観地区等） 

・和歌山県高野町 1地区（高野山景観地区） 

・島根県松江市 1地区（塩見縄手地区） 

・広島県尾道市 1地区（尾道市景観地区） 

・大分県大分市 1地区（大分城址公園周辺地区） 

・沖縄県石垣市 1地区（観音堂地区） 

計 21地区 

※景観計画策定済団体のみを対象 

 
（３） 準景観地区の概要 

準景観地区の有無と名称について記入してください。複

数ある場合には、全ての準景観地区の名称を記入してくだ

さい。 

１） 準景観地区の有無 

準景観地区の有無について、有るときは印をつけてくだ

さい。 
準景観地区の有無 

２） 準景観地区の名称 
準景観地区の名称 

・岩手県平泉町 1地区（平泉町準景観地区） 

・和歌山県高野町 2地区（町石道周辺準景観地区、 

    小辺路周辺準景観地区等） 

計 3地区 
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（４） 地区計画等形態意匠条例の概要 

地区計画等形態意匠条例の基礎的情報について記入し

てください。複数の条例がある場合には、それぞれについて

ご記入ください。 

１） 地区計画等形態意匠条例の有無 

地区計画等形態意匠条例の有無について、有るときは

印をつけてください。 
地区計画等形態意匠条例の有無 

 
２） 地区計画等形態意匠条例の名称等 

地区計画等形態意匠条例の名称・公布日・施行日・地区数 

 条例の名称 
公布 

年月 

施行

年月
地区数※

・神奈川県 

横浜市 

横浜市地区計画の区域内における建築物等

の制限に関する条例 

平成19年

12月 

平成19年

12月 

3地区 

・神奈川県 

川崎市 

川崎市地区計画の区域内における建築物等の

形態意匠の制限に関する条例 

平成21年

3月 

平成21年

7月 

0地区 

・神奈川県 

小田原市 

小田原市地区計画形態意匠条例 平成19年

3月 

平成19年

3月 

1地区 

・福井県 

大野市 

大野都市計画フォレストタウン大野地区計画の

区域内における建築物の制限に関する条例 

平成16年

3月 

平成16年

3月 

1地区 

・兵庫県 

姫路市 

姫路市地区計画の区域内における建築物等

の制限に関する条例 

平成9年

10月 

平成9年

10月 

32地区

・島根県 

松江市 

松江圏都市計画(松江国際文化観光都市建設

計画)地区計画区域内における建築物の制限

に関する条例 

平成17年

3月 

平成17年

3月 

12地区

計 6条例   49地区

※地区計画等形態意匠条例により建築物等の形態意匠が制限される地区計画等の地区数 

 
（５） 景観協定の概要 

景観協定の概要について記入してください。複数の協定

がある場合には、それぞれについてご記入ください。 

１） 景観協定の有無 

景観協定の有無について、有るときは印をつけてくださ

い。 
景観協定の有無 

 

２） 景観協定の名称等 

景観協定の名称・認可日・面積 
 名称 面積 

・北海道旭川市 アーバンスクエア八条さくや町景観協定（平成20年10月） 1ha 

・茨城県つくば市 葛城Ｃ４３戸建街区景観協定（平成21年1月） 2.7ha 

・東京都府中市 ①コスモアベニュー府中幸町景観協定（平成20年9月） 

②コスモアベニュー府中浅間町景観協定（平成20年9月） 

①0.34ha

②0.49ha

・岐阜県各務原市 ①テクノプラザ北エリア景観協定（平成19年3月） 

②テクノプラザ南エリア景観協定（平成19年3月） 

①15ha 

②33ha 

計 6協定  

 
 

（６） 景観整備機構の概要 

指定した機構が複数ある場合には、それぞれについてご

記入ください。 

１） 景観整備機構の有無 

景観整備機構の有無について、有るときは印をつけてく

ださい。 
景観整備機構の有無 

２）景観整備機構の名称等 
景観整備機構の名称・指定日 

・茨城県 ＮＰＯ法人 茨城の暮らしと景観を考える会（平成17年6月） 

・茨城県 （社）茨城県建築士会（平成17年7月） 

・茨城県 （社）茨城県建築士事務所協会（平成17年9月） 

・埼玉県 （社）埼玉県建築士事務所協会（平成20年11月） 

・埼玉県川口市 （社）埼玉県建築士事務所協会（平成21年6月） 

・千葉県 （社）千葉県建築士会（平成20年3月） 

・東京都 ＮＰＯ法人 渋谷・青山景観整備機構（平成20年10月） 

・長野県 （社）長野県建築士会（平成17年10月） 

・長野県長野市 （社）長野県建築士会（平成20年5月） 

・長野県飯田市 （社）長野県建築士会（平成20年3月） 

・長野県松本市 （社）長野県建築士会（平成20年8月） 

・長野県小布施町 （社）長野県建築士会（平成18年9月） 

・長野県高山村 （社）長野県建築士会（平成20年10月） 

・静岡県 （社）日本造園建設業協会（平成18年9月） 

・静岡県 （社）静岡県建築士会（平成18年2月） 

・静岡県 （社）静岡県造園緑化協会（平成19年3月） 

・静岡県三島市 （社）静岡県建築士会（平成18年10月） 

・愛知県名古屋市 （財）名古屋都市整備公社（平成21年3月） 

・三重県 （社）三重県建築士会（平成21年4月） 

・三重県伊勢市 （財）伊勢文化会議所（平成21年5月） 

・京都府京都市 （財）京都市景観・まちづくりセンター（平成17年5月） 

・大阪府大阪市 （社）大阪府建築士事務所協会（平成18年8月） 

・大阪府大阪市 （財）大阪市都市工学情報センター（平成18年8月） 

・大阪府大阪市 （社）大阪府建築士会（平成19年12月） 

・大阪府大阪市 （財）大阪市スポーツ・みどり振興協会（平成19年12月） 

・大阪府箕面市 （社）大阪府建築士事務所協会（平成20年7月） 

・大阪府箕面市 （社）大阪府建築士会（平成20年7月） 

・奈良県 ＮＰＯ法人 大和社中（平成20年8月） 

・奈良県 ＮＰＯ法人 奈良高取土佐街なみ景観保存会（平成20年8月） 

・奈良県 ＮＰＯ法人 泊瀬門前町再興フォーラム（平成21年7月） 

・鳥取県 ＮＰＯ法人 市民文化財ネットワーク鳥取（平成19年5月） 

・鳥取県鳥取市 ＮＰＯ法人 市民文化財ネットワーク鳥取（平成19年7月） 

・島根県松江市 ＮＰＯ法人 まつえ・まちづくり塾（平成20年7月） 

・島根県松江市 （社）島根県建築士会（平成20年7月） 

・岡山県 （社）岡山県建築士会（平成18年8月） 

・岡山県倉敷市 （社）岡山県建築士会（平成18年10月） 

・熊本県 （社）熊本県造園建設業協会（平成20年7月） 

・熊本県 （社）熊本県建築士会（平成20年9月） 

・宮崎県 （社）宮崎県建築士会（平成20年10月） 

・宮崎県 （財）宮崎県公園協会（平成20年11月） 

・宮崎県宮崎市 （社）宮崎県建築士会（平成20年12月） 

・宮崎県日向市 （社）宮崎県建築士会（平成21年7月） 

・鹿児島県 （社）鹿児島県建築士会（平成19年7月） 

・鹿児島県 （社）鹿児島県造園建設業協会（平成19年8月） 

・鹿児島県鹿児島市 （社）鹿児島県建築士会（平成19年7月） 

・鹿児島県鹿児島市 （社）鹿児島県造園建設業協会（平成19年9月） 

・鹿児島県薩摩川内市 （社）鹿児島県建築士会（平成21年3月） 

・鹿児島県薩摩川内市 （社）鹿児島県造園建設業協会（平成21年3月） 

・沖縄県 （社）沖縄県建築士会（平成20年9月） 

・沖縄県 （社）沖縄県造園建設業協会（平成20年11月） 

計   33団体 計 延べ50法人（重複を除いてカウントした場合、34法人） 

 ［内 訳］ 

・財団法人 6法人 

・社団法人 延べ36法人（重複を除いてカウントした場合、20法人） 

・ＮＰＯ法人 延べ8法人（重複を除いてカウントした場合、7法人） 
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３） 景観整備機構の業務 

機構の業務のうち主に想定しているものについて回答

欄に印をつけてください。 
景観整備機構の業務 

（８） 景観審議会の有無 

景観審議会の設置の有無について、有るときは印をつけ

てください。 
景観審議会の設置の有無 

 
（７） 景観法委任条例の概要 

複数の条例がある場合には、それぞれについてご記入く

ださい。 

１） 景観法委任条例の有無 

景観法委任条例の有無について、有るときは印をつけ

てください。 
景観法委任条例の有無 

 
 

 

 

 

 

２） 当該条例において定めている法委任事項について、

回答欄に印をつけてください。 

複数の条例がある場合は、それぞれについて記入してく

ださい。 
景観法委任条例において定めている法委任事項 

問４．届出・審査等の運用状況について 

（１） 届出（法第16条第1項）の状況についてお尋ねします。 

１） 届出の運用に当たっての課題があればその内容をお

知らせください。（複数選択可） 
届出の運用に当たっての課題 
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２） 届出が適正に行われるための取組みがあればお知ら

せください。（複数選択可） 
届出が適正に行われるための取組み 

（２） 審査の状況についてお尋ねします。 

１） 審査に当たって、行為の制限が遵守されるよう、行っ

ている取組みの内容についてお知らせください。（複数選択可） 
行為の制限の遵守促進のための取組み 

２） 勧告・変更命令の検討を行うに当たって、検討体制を
お知らせください。（複数選択可） 

勧告・変更命令の検討体制 

（３） 勧告の状況についてお尋ねします。 

１） 法第１６条第３項に基づく「勧告」を行うことを検討され

たことはありますか。 

法第16条第3項に基づく「勧告」の検討の有無 

 
 

２） １）で a 「ある」と答えられた景観行政団体にお尋ねし

ます。 

① 勧告を行うことを検討された件数をご記入ください。 
勧告の実施を検討した件数 

２５団体、１３３件 
 
 
 
 

② 勧告を行うことを検討された行為の制限をお知らせく

ださい。（複数選択可） 
勧告の実施を検討した行為の制限 

③ 勧告を行うことを検討したことがある案件のうち、実

際に勧告を行ったことがある場合は、その理由をお知ら

せください。（複数選択可） 
勧告を実施した理由 

④ 勧告を行うことを検討したことがある案件のうち、勧

告に至らなかったことがある場合は、その理由をお知ら

せください。（複数選択可） 
勧告に至らなかった理由 

 

 

（４） 変更命令の状況についてお尋ねします。 

１） 法第１７条第１項に基づく「変更命令」を行うことを検討

されたことはありますか。 
変更命令の検討の有無 
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２） １）で a 「ある」と答えられた景観行政団体にお尋ねし

ます。 

① 変更命令を行うことを検討された件数をご記入くださ

い。 
変更命令の実施を検討した件数 

７団体、１２件 
 

② 変更命令を行うことを検討された行為の制限をお知ら

せください。（複数選択可） 
変更命令の実施を検討した行為の制限 

③ 変更命令を行うことを検討したことがある案件のう

ち、実際に変更命令を行ったことがある場合は、その理

由をお知らせください。（複数選択可） 
変更命令を実施した理由 

回答なし 
 

④ 変更命令を行うことを検討したことがある案件のう

ち、変更命令に至らなかったことがある場合は、その理由

をお知らせください。（複数選択可） 
変更命令に至らなかった理由 

（５） 勧告、変更命令の効力と運用課題についてお尋ねし

ます。 

１） 勧告、変更命令の効力についてお知らせください。（概

ねの傾向について） 
勧告、変更命令の効力 

 

 

 

２） 景観計画策定以前に、自主条例に基づく届出・指導が

行なわれていた場合には、自主条例運用時との違いをお

知らせください。（複数選択可） 
自主条例運用時との違い 

３） 審査・勧告・変更命令の運用課題をお知らせください。

（複数選択可） 
審査・勧告・変更命令の運用課題 

（６） 事前協議や事前相談（以下、事前協議等）の状況に

ついてお尋ねします。 

１） 届出に際して、事前協議等の機会を設けられているか

お知らせください。 
事前協議の有無 

２） １）で a 「条例で義務付けている」、 b 「条例で位置付

けているが任意である」、 c 「条例に位置付けていない

が、任意で事前協議等をお願いしている」と答えられた景

観行政団体にお尋ねします。 

① 事前協議等の実施時期を明示されていますか。 
事前協議の時期 
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② 事前協議等を実施する主な目的をお知らせください。
事前協議の目的 

③ 事前協議等で行う内容をお知らせください。（複数選択可） 
事前協議の内容 

④ 事前協議等の参加者をお知らせください。（複数選択可） 
事前協議の参加者 

⑤ 事前協議等の際に使用されているツールをお知らせ

ください。（複数選択可） 
事前協議に活用するツール 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５．その他 

（１） 景観計画や条例等の制定による効果についてお尋ね

します。 

１） 景観計画や条例等の制定による直接的な効果につい

てお尋ねします。 

景観計画や条例等の制定による直接的な効果（既に発

現したまたは今後見込まれるもの）のうち、該当するもの全

ての回答欄に印をつけてください。o 「その他」に印をつけ

た場合は、具体的な内容も記入してください。 

景観計画等策定の効果 

２） 景観計画や条例等の制定による波及効果についてお

尋ねします。 

景観計画や条例等の制定による波及効果（既に発現し

た、または今後見込まれるもの）のうち、該当するもの全て

の回答欄に印をつけてください。「その他」に印をつけた場

合は、具体的な内容も記入してください。 
景観計画等策定の波及効果 
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（２） 景観法以外の取り組み状況についてお尋ねします。 

１） 景観形成のために活用している他法令に基づく制度に

ついてお尋ねします。 

景観形成のために活用している他法令に基づく制度に

ついて、以下のうち定めているもの全てに印をつけてくださ

い。「その他」に印をつけた場合は、具体的な内容も記入し

てください。 
景観形成のために活用している他法令に基づく制度 

２） 景観法以外の景観形成に関する独自制度についてお

尋ねします。 

景観法以外の景観形成に関する独自制度について、以

下のうち定めているもの全てに印をつけてください。l 「そ

の他」に印をつけた場合は、具体的な内容も記入してくださ

い。 
景観形成に関する独自制度 

 

 

 

 

（３） 良好な景観の形成に向けた制度改正・支援制度等に

ついてお尋ねします。 

良好な景観の形成に向けて、以下のそれぞれについて、

今後、国として制度改正や支援措置を行うべきものがあれ

ばお知らせください。 

１） 景観計画関連 
今後国として制度改正や支援措置をおくべきものについて 

<景観計画関連> 

２） 景観重要建造物・樹木関連 
今後国として制度改正や支援措置をおくべきものについて 

<景観重要建造物・樹木関連> 

３） 専門家派遣等 
今後国として制度改正や支援措置をおくべきものについて 

<専門家派遣等> 

 

 

４） その他 
今後国として制度改正や支援措置をおくべきものについて 

<その他> 

 


